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１ 業務名 

京都市立芸術大学跡地における土壌汚染対策業務 

   

２ 対象地 

  京都市西京区大枝沓掛町１３－６ 

 

３ 履行期間 

  契約締結の翌日から令和９年１月３１日まで 

   ※汚染の除去等の着手の期限：令和８年７月３１日 

（京都市達環環保第１４号 令和７年９月２４日）  

 

４ これまでの経緯と業務の目的 

  京都市立芸術大学の京都駅東部エリアへの移転・開校（令和５年１０月）に伴い、

本市では移転後の跡地活用が円滑に進むよう、土壌汚染対策法（以下「法」という。）

に準じた調査を実施した。（令和６年１月から令和７年３月末まで） 

  調査の結果、敷地全体を７０５に区画したうち２１の区画において、基準値を超過

する物質が検出されたため、法第１４条に基づく区域指定の申請を本市環境政策局に

対して行った。（令和７年４月） 

同局による調査等の結果、２区画が「要措置区域」に、その他の１９区画が「形質   

変更時要届出区域」に指定された。（令和７年８月２８日 京都市告示第３５４号） 

上記指定と併せて示された、健康被害を防止するため必要な限度において講ずべき 

汚染の除去等の措置（指示措置）に基づき、令和８年４月１７日付で法７条第１項に   

基づく汚染除去等計画書（以下「汚染除去等計画書」という。）を提出した。（措置完

了後の効果の維持の確認は令和９年 ２月開始予定） 

本業務は、要措置区域（２区画）の指定解除を目的として、汚染除去等計画書に  

基づき汚染除去等対策を実施するものである。 

  

 （要措置区域に関する告示文・図面） 

https://www.city.kyoto.lg.jp/kankyo/cmsfiles/contents/0000088/88963/0708

28_yousoti_354.pdf 

（形質変更時要届出区域告示文・図面） 

https://www.city.kyoto.lg.jp/kankyo/cmsfiles/contents/0000088/88963/0708

28_keihen_354.pdf 

 

５ 業務内容 

(1) 別添「汚染除去等計画書」に記載の業務 

   ただし、ｐ４０に記載の３（９）措置実施後の効果の維持の確認業務を除く。 

なお、汚染除去等計画書の内容変更は原則として認められない。 
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(2) その他 

  ・仮設業務に関する留意事項 

本業務の対象区画内には、既設電線（設備棟から染織棟電気室につながる高圧

幹線）がある。本業務の実施に当たっては、履行場所付近のハンドホール等に  

おいて一時巻上げを行うとともに、(1)の業務完了後に現状復旧を行うこと。 

（配線経路については本仕様書末尾の参考図を参照） 

なお、既設電線への送電及び染織棟電気室における既存設備との切離し、再 

接続は発注者において実施する。 

  ・準備工に関する留意事項 

 (1)の業務に必要となる、除草、伐採、枝払い等や危険物倉庫（地上部のみ）等、

既存構造物の撤去処分及び染織棟付近の空調室外機、染織棟内の設備等の撤去 

処分（取外した設備等の存置は不可）が必要な場合は、本業務において実施する

こと。（汚染除去等計画書ｐ２３参照）（危険物倉庫については本仕様書末尾に添

付の参考図を参照） 

なお、撤去機器に使用されている冷媒がある場合は、フロン類の使用の合理化

及び管理の適正化に関する法律に基づき回収行程管理票を作成し、フロン類の 

充填・回収・再生・破壊処分等適切な処理を行い、証明書を提出すること。また、

撤去するルームエアコンがある場合は、家電リサイクル法に従い適切に処分する

こと。 

・上記に係る施工詳細については、現地調査のうえ、本市職員の確認を受けること。 

・措置の実施に関する留意事項 

  既存の建築物や工作物の基礎形状等に留意したうえで浄化作業を計画する 

こととし、本仕様書末尾に添付の参考図に基づき、予め追加の必要性が想定でき

る業務は本業務において実施すること。（既存物については本仕様書末尾に添付

の参考図を参照） 

実数量は、これらを除き、本業務の進捗中に判明した新たな事実、関係機関  

との協議等に基づき契約変更の対象とする場合がある。 

    

６ 関係法令及び参考図書（以下「関係法令等」という。） 

実施に当たっては、契約書、京都市契約事務規則、土壌汚染対策法、土壌汚染対策

法ガイドライン【環境省】（最新版）、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、建設業法、

労働基準法、労働安全衛生法その他関係法令等を遵守する。 

 

７ 管理技術者 

本業務にあたっては、管理技術者を選任し、その者の下に行わなければならない。 

管理技術者については、書面を提出し、京都市文化市民局文化芸術都市推進室文化

芸術企画課（以下「文化芸術企画課」という。）の承認を得るものとする。 

なお、管理技術者は、応募資料提出後、業務完了まで特別な事情がない限り変更  

できない。 

(1) 受託者は、本業務等における管理技術者を定め、発注者に通知するものとする。 
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(2) 管理技術者は、契約図書等に基づき、本業務の技術上の管理を行うものとする。 

(3) 管理技術者は、建設業法（昭和24年法律第100号）第27条第3項の規定による合格

証明書の交付を受けた一級施工管理技士（土木または建築）とすること 

(4) 管理技術者は、本市職員が指示する関連業務等の事業者と十分に協議のうえ、 

相互に協力し、本業務を実施しなければならない。 

(5) 管理技術者は、作業期間中、現場に常駐し、全ての業務の指揮・監督を行うこと。 

 (6) 管理技術者は、自社の社員（正規雇用の職員（正社員））とする。 

 (7) 管理技術者は、８に掲げる担当技術者に、措置の実施状況について、週に１回 

以上、汚染除去等計画書に照らした確認を実施させたうえ、そのつど、発注者に

文書で報告すること。 

 

８ 担当技術者 

(1) 受託者は、本業務における担当技術者を定め、発注者に通知するものとする。 

(2) 担当技術者には、土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に  

関する省令（平成 14 年環境省令第 23 号）第 5 条第 1 項の規定による技術管理者

証の交付を受けた者を土壌汚染分野担当として配置すること。 

また、必要に応じて環境計量や廃棄物等の分野についても、十分な知見を有する

者を担当技術者として配置すること。 

(3) 担当技術者は、設計図書等に基づき、適正に業務を実施しなければならない。 

(4) 担当技術者は、主たる業務を担当し、措置の実施状況について、週に１回以上、

汚染除去等計画書に照らした確認を実施のうえ、そのつど、管理技術者を通じて

発注者に文書で報告すること。 

(5) 担当技術者は、管理技術者を兼ねることができる。 

 

９ 業務の進め方 

  本市（当課）実施の土壌汚染調査結果及び本市（当課）が作成した汚染除去等計画

書及びその添付資料（以下「実施措置計画等」という。）の内容を把握したうえ、担

当技術者（土壌汚染分野担当）が所属する土壌汚染対策法第 3条第 1項に基づく指定 

調査機関の協力を得ながら本業務を実施すること。 

(1) 受託者は業務着手に先立ち、文化芸術企画課と協議し、調整のうえ、業務工程表

を作成し提出する。また、現地での作業日についても同課と協議のうえ、決定  

すること。 

(2)  業務の実施にあたっては、本業務に起因する騒音、振動、粉塵等で近隣に迷惑

をかけないよう実施方法、実施時間及び安全対策等に十分注意すること。また、

事前に文化芸術企画課と十分に協議を行いその指示により業務を進めること。 

(3)  本業務に伴う作業に当たり、施設への影響が生じた場合や事故等が発生した 

場合には、速やかに文化芸術企画課へ報告し、必要な措置等を講じること。また、

施設の損傷等がある場合には、文化芸術企画課の了解のうえ、復旧させること。 

(4) 二次汚染が生じないよう適切に現場管理を行い業務遂行すること。 

(5) 現場作業にあたっては、地元関係者からの質問、疑義に関する説明などを求め  
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られた場合には、文化芸術企画課の承諾を得てから行うものとし、地元関係者と

の間に紛争が生じないように努め、説明等の内容を随時、文化芸術企画課に書面

により報告し、指示があればそれに従うこと。 

 

10 打合せ等 

文化芸術企画課と密接に連携すること。また、打合せは以下に示す段階で実施する

ほか、文化芸術企画課から要請がある場合に実施するものとする。 

(1) 業務着手時 

(2) 中間 

(3) 成果品納入時 

 

11 資料の貸与 

文化芸術企画課は、業務の実施に必要な図書及び関係資料等を、可能な限り受託者に

貸与するものとする。 

 

12 提出書類 

別紙「汚染除去等計画書」に記載のもののほか、下記の書類を提出する。 

(1)着手時（契約後すみやか（概ね７日以内）に提出） 

・業務工程表 

 5(1)の添付資料中、表 1-1工程表(案)に基づき業務工程表を作成すること。 

・管理技術者届（担当技術者を含む）及び経歴書 

・再委託承諾申請書（協力会社がある場合、その事務所概要と担当技術者名簿） 

・見積内訳書・単価内訳書 

     内訳書は、公共建築工事内訳書標準書式（最新版）に可能な限り準拠するととも

に、同書式で定める細目別内訳まで作成する。同書式への準拠が難しい項目などは、

必要に応じて、全国標準積算資料（土質調査・地質調査）（最新版）などに準拠して

作成すること。 

  ・緊急連絡体制・連絡表 

(2)前払時（前払金を請求する場合） 

・前払に係る委託料支払請求書 ２部 

・保証証書 正１部 副１部 

・振込依頼書（必要時） １部 

(3)現場施工着手前 

・施工計画書 

(4)完了時 

・打合せ簿 

・施工記録写真 

・出荷証明書、試験報告書等 

・成果品納入届 

・完了届 
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(5)その他 

  ・発注者（文化芸術企画課）から指示があるもの。 

 

13 委託料の支払条件 

(1)前金払：委託料の３０％以内とする。 

    前払金を請求する場合は、契約書第４０条に記載のとおり保証契約を 

締結し、その保証証書を発注者に寄託すること。 

(2)部分払い：行わない。 

(3)完了払：完了後に支払う。 

 

14 再委託 

業務委託契約書（以下「契約書」という。）第１１条第１項に規定する主たる部分

は、業務における総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理部分とする。 

コピー、ワープロ、印刷、製本、計算処理（単純な電算処理に限る）、速記録の       

作成、トレース、データ入力、アンケート票の配布、資料の収集・単純な集計、電子

納品の作成作業、測量機器等の賃借、模型製作、透視図作成、郵送や宅配等の簡易  

な業務の再委託に当たっては、契約書第１１条第２項に規定する発注者の承諾を必要

としない。 

 

15 契約変更 

次の各号に掲げる場合において、業務委託契約の変更を行うものとする。 

(1) 委託料の変更が生じる場合 

(2) 履行期間の変更が生じる場合 

(3) 本市と協議し、業務遂行上、必要と認められる場合 

 

16 成果品の引渡し 

受託者は、業務が完了したときは、文化芸術企画課に成果品を提出し、確認を受け

るものとする。 

 

17 現地施工に関する特記 

 (1) 覚書の締結 

本業務において、周辺住民等との間に覚書等が締結された場合は、その締結事項

を遵守する。 

 (2) 産業廃棄物関係 

ア 受託者は、当該契約に係る産業廃棄物の処理に当たっては、廃棄物の処理及び

清掃に関する法律（以下「廃棄物処理法」という。）及びその関係法令のほか、

「建設廃棄物処理指針（平成２２年度版）」を遵守しなければならない。 

イ 受託者は、６に掲げる各法令等の趣旨を踏まえ、当該契約に係る産業廃棄物の

処理に当たっては、再利用できる場合は当該方法による処理、処分方法を採用 

するとともに、原則として自ら行い、同指針1.2(10)に規定する排出事業者   
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として、同指針2.1の責務を負っていることを十分に認識し、信義に従って誠実

に対応しなければならない。 

ウ 受託者は、当該契約に係る産業廃棄物の処理状況を明らかにするため、施工 

計画書に産業廃棄物処理の計画について記載するほか、「廃棄物処理委託契約書」

「処分・収集運搬業許可証の各写し」及び「産業廃棄物管理票（マニフェスト）」

を本市職員に提示する。（電子マニフェストの場合は受渡確認表を提示） 

エ この特記に反して当該契約の産業廃棄物が処理された場合は、受託者に対して 

必要な措置を命じることがある。このとき受託者は、速やかに指示に従わなけれ

ばならない。 

(3) 施工中の安全確保 

  ア 各種関係法令によるほか、建設工事公衆災害防止対策要綱及び、建築工事安全

施工技術指針を踏まえ、常に工事の安全に留意して現場管理を行い、施工に伴う

災害及び事故の防止に努める。 

イ 火気の使用及び火の粉の飛散等火災のおそれのある作業を行う場合は、火気の 

取扱い、火花等の飛散に十分注意するとともに、火災防止に有効な材料で養生 

するほか、消火器や水の入った容器を作業場所周辺に配置し、火災防止の徹底を

図る。 

  ウ 既存の消防設備等の工事においては、工事中もできる限り消防設備器具及び  

システムが作動する状態を保つように留意する。工事の関係上やむを得ず設備の 

器具及びシステムの作動を停止又は休止させる場合は、事前に所轄消防署の指導

を受ける。 

 (4) 施工中の環境保全等 

ア 各種関係法令によるほか、建設副産物適正処理推進要綱に従い、施工の各段階

において、騒音、振動、粉塵、臭気、大気汚染、水質汚濁等の影響が生じない   

よう、周辺環境の保全に努める。 

  イ 作業者の健康、安全の確保及び環境保全に努める。 

 (5) 建設機械 

   公害の防止に努め、工事に当たっては「低騒音型・低振動型建設機械の指定に  

関する規程」（最終改正：平成１３年４月９日国土交通省告示第４８７号）に   

基づき指定された建設機械の使用を原則とする。 

 (6) 作業日等 

作業は原則として、本市の休日を定める条例による休日（以下「休日」という。）

は行わないこと。 

作業時間は、午前８時３０分～午後５時３０分（準備・片付け含む）とし、敷地

内への搬出入は午前９時以降とする（通勤車両を除く）。 

  なお、作業内容、作業工程の都合等により、作業時間の延長や休日作業を実施  

する場合は，本市職員と協議する。その場合、検査及び作業の立会いは、原則とし

て行わない。 

  また、敷地内への関係車両の入退場は原則として東門のみとする。 

 (7) 施工用電力等の負担 
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 着手から完了までの施工及び試運転等に必要な電力、ガス、水道等の使用料金は、 

受託者の負担とする。 

 （既設利用の可否） 

  電 気：不可。必要に応じて仮設引込み等を行うこと(発電機設置は不可)。 

  上下水：不可。ただし、受託者の責において、敷地内の既設の水道引込み   

（閉栓中）等を利用することは可とする。 

  建 物：本市との協議による。ただし、建築設備については上述のとおり。 

 (8) 官公署その他への届出手続等 

本業務に必要な官公署その他への届出等は、受託者が行うこととし、届出手続等

の内容については、あらかじめ本市職員に報告する。 

 (9) 養生 

在来部分、施工済み部分、未使用機器、材料等で汚損又は損傷の恐れのあるもの

は、適切な方法で養生を行う。 

 (10) 施工計画書 

   品質計画、一工程の作業の確認及び作業の具体的な計画を定めた施工計画書を、

当該作業の実施に先立ち作成し、本市職員に提出する。ただし、あらかじめ本市  

職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。 

(11) 材料の品質等 

使用する材料が、契約図書等に定める品質及び性能を有することの証明となる 

資料を、本市職員に提出する。ただし，契約図書等においてJIS又はJASによると  

指定された材料で、JIS又はJASのマーク表示のある材料を使用する場合はこの限り

でない。 

 

18 その他 

この仕様書に定めのない事項及びこの仕様書に定める事項について疑義が生じた

場合は、受託者と文化芸術企画課との間で協議を行うものとする。 
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19 参考数量表 
 名称 摘要 数量 単位 

１ 直接業務費    
 

準備工  1 式 

 危険物倉庫解体撤去処分  1 式 

 設備等解体撤去処分  1 式 

 除草・枝払い等  1 式 

 プラント据付解体費 定置ﾌﾟﾗﾝﾄ 2 ｾｯﾄ 1 式  
微細鉄粉注入工(～13.0m まで)    

 
M5-4M (100m2 2.1m～13.0m)  49 孔 

 N5-8-1 (89.19m2 0.5m～13.0m)  44 孔 

 N5-9  (61.62m2 3.0m～13.0m)  31 孔 

  ｸﾞﾗｳﾄﾊﾟｯｶｰ工 材工共 2,798 回 

  削孔穴閉塞工 材工共 124 孔 

 削孔水運搬 ﾉｯﾁﾀﾝｸ等含む 1 式 

 同上運搬費  1 式 

 削孔水汚泥処分（運搬費含む）  1 式 

 油脂類、燃料費 ｶﾞｿﾘﾝ、軽油等 1 式 

２ 材料費    

  浄化材（運搬費含む） ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ資材含む 28,285 kg 

３ 共通仮設費    

 リース・運搬等 敷鉄板・高圧洗浄機等 1 式 

 周辺養生工 施工区画毎 1 式 

 被覆部調整工 施工区画毎 1 式 

４ 現場管理費  1 式 

５ 一般管理費  1 式 

６ 浄化設計経費 施工区画毎 3 区画 

 届出監理対応等  1 式 

 地下水モニタリング 施工前・中・後 7 箇月 

 周辺環境調査 施工前・中・後 3 区画 

 土壌浄化確認 施工中 2 区画 

 地下水浄化確認 施工中 1 区画 

 環境監視 地下水位観測 3 区画 

７ ※法定福利費は上記に含む    

 ※ 上表は計画書における想定数量です。本仕様書末尾に添付の参考図に基づき、 

予め追加の必要性が想定できる業務は本業務において実施すること。 

実数量は、これらを除き、本業務の進捗中に判明した新たな事実、関係機関との  

協議等に基づき契約変更の対象とする場合があります。 


